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九州農政局入札等監視委員会 審議概要
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●７者中６者の入札価格に、ほとんど差が
ないのには、どの様な理由が考えられます
か。

●推測でしかありませんが、当該工事につい
ては、工種が少なく、数量を示していること
から、各業者の単価設定がかなり近い金額に
なったと思われます。

●７者中５者が低入札となっているのに
は、どの様な理由が考えられますか。

●参加業者は、工事の数量、公表されている
単価から予定価格を推定し、落札するために
調査基準価格付近の金額を入札価格としてい
ると思われます。

又、調査基準価格の算定式についても公表
しているため、似通った金額になったと思わ
れます。

●総合評価における技術者評価点は資格取得
後１０年未満の場合には加算点数が無いため
０点としているだけであり、失格とはなりま
せん。

なお、競争参加資格の確認において、配置
予定技術者の資格の有無を確認し、求める資
格がない場合には欠格となり、競争参加資格
は与えられません。

●総合評価の施工体制評価点は、低入札の
場合の１０点、それ以外は３０点となって
いるが、それ以外の点数は無いのか。

●施工体制評価点付与のルールは調査基準価
格以上の場合は減点法としており、ヒアリン
グを行った結果、減点の事情があった場合は
基準点の３０点から減点します。

又、調査基準価格を下回った場合は加点法
としており、施工体制が整っていると評価さ
れた場合は、各５点二項目の加点を行ってい
ます。

なお、３０点の内訳は二つに分けられ、品
質確保の実効性が満点１５点、以下５点、０
点の三段階、施工体制確保の確実性も同様に
１５点満点の三段階となっており、施工体制
評価点は０点、１０点、３０点の三段階とな
ります。

０点の実績は殆どありませんが、施工体制
評価点が０点の場合は加算点も０点となりま
す。

（２）平成２１年度有明海東部海岸保全事
業三池工区正面堤防（№１１～№１７）根
固石工事

●入札執行調書の総合評価における評価点
内訳で技術者評価点が０点の業者は失格に
ならないのか。

１．工事
（１）平成２１年度筑後川下流白石平野
(二期)農業水利事業山脚導水路（六角川横
断工その２）工事

意見・質問 回答等

Ⅰ平成２１年度第１・四半期入札方式別発
注状況について
意見・質問なし

Ⅱ抽出工事及び業務並びに物品・役務等契
約について

●工事に使用する石礫の調達先は業者が自
由に選べるのか。

又、大量の石礫を搬入することになる
が、環境配慮に対する対策等は行っている
のか。

●調達先の指定はしていないが、１個あたり
の重量に規定を設けています。又、石礫の採
取場所に検査に出向いています。

搬入は海上運搬となっており、道路環境に
影響を来すものではありません。

委員からの
意見・質
問、それに
対する回答
等



●当該工事は随意契約での別発注となって
いるが、なぜ変更契約を行わなかったの
か。

●発注後に、地元からの追加要望があり、施
工場所が近隣であることや、田植えの時期等
を勘案して変更契約を行ったものです。

●前工事の工期が３／３１日の年度末で、工
期延長が行えなかった為、別工事での発注と
なったものです。

（６）平成２１年度西諸(一期)農業水利事
業浜ノ瀬幹線水路整備工事

●随意契約はＨ２１年度第１四半期を見て
も少ないが、減ってきているのか。

●今回のような特殊なケースを除き、競争契
約を原則としていることから、随意契約は
減っている状況です。

●小規模工事で低入札の場合にはヒアリン
グ等は行わないのか。

●低入札の対策は、工事の品質を確保するた
めに行っているが、１千万円以下の小規模工
事については、工事の監督の中で品質を確保
していく事としています。

●工事内容から積算は容易に思われ、各業
者の応札価格が似通ってくると思われる
が、１者の応札価格にかなりの開きがあ
る。積算資料等は示しているのに、なぜこ
の様な価格差が生じているのか。

●公表されている労務・資財単価を積算基準
に当てはめて積算を行うことになるが、あわ
せて現場条件をどの様に取るかで積算価格が
変わってくるので、業者の知識の蓄積により
差が出たものと考えられます。

●農地復旧は一般的には本工事に入ってい
るのか。また、農地復旧だけの工事は頻繁
にあるのか。

●通常は本工事の中の仮設工事で行っていま
す。

頻繁ではありませんが、工事後の沈下等に
より、必要に迫られ、復旧工事のみを別件で
発注することも希にあります。

●変更にかかる施工面積は２，３割しか増
えていないのに、契約金額が倍になってい
るが、特殊な事情があるのか。

●扱う土量や、石拾い等の工種が増えること
により、面積増と金額が比例していないもの
です。

●変更追加分が当初金額より大きいが、な
ぜ当初から入れなかったのか。
別発注にするべきではないか。

●改修工事を始める場合、経過年数や沈
下、ヒビなどの状況で基準が決まっている
のか。堤防にヒビが入って危険であるから
改修を行うのか。

●経過年数の目安はありませんが、当該地区
については昭和４２年に干拓事業が完了して
おり、本事業開始が平成５年なので、かなり
の年数が経過し、堤防が老朽化しているこ
と、堤防の沈下により必要とする堤防の高さ
が不足していることなどから、事業を実施し
ています。

（５）平成２１年度筑後川下流白石平野
(二期)農業水利事業山脚導水路（下大町地
区）農地復旧工事（当初・第１回変更）

●当該工事の入札では調査基準価格を設け
ていないのか。

●予定価格が１千万円以下の工事について
は、調査基準価格を設けず、価格のみの競争
を行っています。

（３）平成２０年度有明海東部海岸保全事
業三池工区堤防改修工事

（４）平成２１年度佐賀中部農地防災事業
湾道排水機場他整備工事

意見・質問 回答等

委員からの
意見・質
問、それに
対する回答
等



●評定が低くても１０位までは入札に参加
できるのか。

●参加資格が適格であれば入札に参加できま
す。

●県が調査機関を有しているのか。 ●県は研究機関を有しているが、機械等が必
要な作業は再委託を行っているものもありま
す。

（２）平成２１年度有明海特産魚介類生息
環境調査（長崎県沖）委託事業

●１者応札となっているが、ここしか行え
ない業務なのか。

不動産の表示に関する登記に必要な土地又は
家屋の調査・測量については、土地家屋調査
士法第68条の規定により土地家屋調査士会に
入会している土地家屋調査士若しくは土地家
屋調査士法人及び公共嘱託登記土地家屋調査
士協会以外の者が業として行うことを禁止し
ていますが、他県には今回応札者以外の土地
家屋調査士法人があるようです。
他の事業所では複数の応札があった事例もあ
ります。

３．物品・役務等
（１）平成２１年度都城盆地農業水利事業
公共嘱託登記（その１）業務単価契約

●当初応募があった１９者全てに技術提案
書を求めているのか。

●参加表明書の提出を受けた１９者につい
て、保有技術員の状況や業務実績により、別
に定めた評価基準により順位付けを行い、上
位６者に限って技術提案書を求めています。

●技術提案書の評価は何名で行っているの
か。

●当該業務は事業所契約分のため、詳細は解
りませんが、通常は次長、各課長の３～４名
で評価を行っています。

●参加表明者選定結果における評価、順位
は、落札決定に影響しないのか。

●簡易公募型競争方式の場合、参加表明者選
定は上位１０者を選定するためのものであ
り、入札では価格のみの競争を行っていま
す。

●評価基準の中で、技術者の評価等は客観
的に評価しやすいと思うが、提案書の創意
工夫等は、専門の方が提案書を見れば、各
評価者の評価が一致するものなのか。
評価が分かれた場合はどの様に判断するの
か。

●創意工夫等についても、それを見極められ
る職員を複数参加させることで評価の客観性
を担保しています。

評価が分かれることがあれば、平均するこ
ともあり、開きが大きければ、その評価の着
眼点等について評価者同士で合議して、修正
しています。

（２）平成２１年度西諸(一期)農業水利事
業現場技術（その４）業務

●今回の調査は諫早湾のものであるが、貧
酸素等の問題は有明海全体であると思われ
る。他県への委託は無いのか。

●他県においても、県毎に独自の特産物に係
る調査を行っています。

２．業務
（１）平成２１年度西諸(二期)農業水利事
業環野支線水路（南ヶ丘工区）調査測量設
計業務

意見・質問 回答等

委員からの
意見・質
問、それに
対する回答
等



事務局：九州農政局総務部総務課

［これらに対し部局長が講じた措置］

なし。

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

事務局より１２月１５日（火） １３：３
０～１７：００ 九州農政局会議室を提案

事務局提案どおり決定

委員会による意見の具申又は勧告の内容

なし。

意見・質問なし

Ⅵ 次回委員会開催予定について

意見・質問なし

Ⅴ 入札談合情報について

意見・質問なし

Ⅳ 指名停止について

Ⅲ 再度入札における一位不動状況につい
て

意見・質問 回答等

委員からの
意見・質
問、それに
対する回答
等


